
 

令和 5 年 11 月 9 日 

   条件付き一般競争入札実施公告  

  

 下記の工事については、条件付き一般競争入札（一般型（単体））により契約を締結します

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の６

第１項の規定により公告します。  

記  

１ 競争入札に付する事項  

(１) 工 事 名 （仮称）三沢老人ホーム 改築工事  

(２) 工 事 場 所   青森県三沢市大字三沢字園沢 156-14,156-8,156-9,156-11, 

字前平 20-36 の一部,20-37 の一部,20-44 の一部,20-46 の一部,20-45 

(３) 工 種       建築一式  
(４) 工 期   令和 6年 1 月中旬～令和 6 年 9 月下旬まで（1 期工事） 

          令和 6 年 10 月上旬～令和 7 年 2 月中旬まで（2 期工事） 

(５) 工 事 概 要 木造 2 階建て  

 

  

２ 競争入札に参加する者に必要な資格  

次の各号に該当することについて、あらかじめ、３に定めるところにより審査を受けた

者であること。  

(１) 政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。  

(２) 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。以下「財務規則」という。）

第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。  

(３) 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（平成２年３月青森

県規則第１８号。以下「参加資格規則」という。）第５条第１項の規定により一般競争

入札に参加する資格があると認定された者であること。  

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けて

いる者を除く。）でないこと。  

(５) 青森県内に本店を有していること。  

(６) 参加資格規則第６条第１項の規定により、建築一式   工事で 特 A  級に決定されて

いること 

 

(７) 工事の建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による

経営事項審査の結果の直近年度の総合評定値が、930 点以上であること。  



(８) 過去１０年間に同種の建設工事（木造 老人福祉施設で、かつ、延べ面積 1,200 ㎡

以上のものに限る。）の施工実績（下請負人としてのものを除く。）を有する者である

こと。 

(９) 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及び

厚生年金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。  

(10) 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。  

(11) 建設業法第２６条に規定する専任の主任技術者又は監理技術者を設置することがで

きること。ただし、主任技術者にあっては、（１・２）級相当の国家資格等を有する者

に限る。  

(12) 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間

に、知事の指名停止の措置を受けていないこと。  

(13) 参加資格規則第５条第１項の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定

された日から開札の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領（昭和６０年６月

１日付け青監第３２３号）別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に該当する

事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がないこと。  

(14) 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続していないこ

と。  

  

３ 資格の審査  

入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、あらかじめ、２に定

める資格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書

（以下「申請書」という。）により、審査を受けなければならない。  

(１) 提出期限   令和 5 年 11 月 27 日（メール） am11：00 

(２) 提出形式   pdf  

(３) 提出場所   fuji@nicom-net.co.jp 

(４) そ の 他  

ア 申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。  

イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。  

ウ ２に定める資格を認められなかった者（共同企業体の方法による場合は、代表者）

は、イの通知を受けた日の翌日から３日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除

く。）以内に、書面をもって、その理由の説明を求めることができる。エ 提出した

申請書の差替えは、原則として認めない。  

  

 

 



４ 入札説明書の交付及び設計図書の縦覧  

(１) 入札説明書の交付  

ア 期 間   令和 5 年 11 月 10 日から令和 5 年 11 月 16 日まで（日曜日、土曜日及び休

日を除く。）  

イ 場  所  fuji@nicom-net.co.jp(メール)  

ウ 交付の方法 入札説明書の交付を希望する者は、アの期間内に   イに直接申し込む

こと。  

(２) 設計図書の縦覧  

ア 期 間    令和 5 年 11 月 10 日から令和 5 年 11 月 16 日まで（日曜日、土曜日及び

休日を除く。）  

     時間：9 時から 17 時まで 

イ 場 所   青森県三沢市栄町三丁目 125 番 1  栄町コラボケアセンター 2 階 

ウ 事前受付 0176-53-1372（種市）受付時間 9 時から 17 時までにて事前にアポを 

     とること。 

     ※縦覧時は新型コロナ感染症防止により施設入室前は体温測定、手指 

     消毒などのお願いします。 

(３) その他  

ア 入札説明書及び設計図書に対して質問がある場合は、 入札説明書により 

  提出すること。  

  

５ 図面渡し 

(１) 日 時  令和 5 年 11 月 29 日 午後 2 時以降  

(２) 方 法  メールによる送信 

  

６ 入札及び開札の日時及び場所  

(１) 日 時   令和 5 年 12 月 22 日 午後 2 時 30 分  

(２) 場 所   青森県三沢市松園町 3-8-4 ホテルグランヒルつたや  

  

７ 入札執行回数  

  原則として１回を限度とする。  

  

８ 入札保証金及び契約保証金  

(１) 入札保証金 免除する。  

(２) 契約保証金   

ア 契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、次のいずれかに

該当するときは、その納付を免除する。  

  



（ア） 契約者が保険会社との間に建築主を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。  
（イ） 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。  
（ウ）契約保証金に代え、次に掲げる有価証券等を提供したとき。  

(ⅰ) 国債又は地方債  

(ⅱ) 政府の保証のある債券  

(ⅲ)  金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手  

(ⅳ)  銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合

会の発行する債券  

(ⅴ)  銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証  

 

9 契約の締結  

（1） ⻘森県の確認後７日以内に契約を締結する。  

（2） 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当

該落札者が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、知事の指名停止の

措置を受けている場合又は指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置

要件に該当する事実があった場合には、当該請負契約を締結しない。  

  

10 落札者の決定の方法  

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者に決定する。た

だし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は

当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価

格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。  

  

11 入札条件  

(１) 入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書（工事内容の数量及び

金額を示したものをいう。）を提出すること。  

 

12 入札書記載金額等  

(１) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。  

(２) 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。  



備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）である。  

  

13 その他  

(１) 入札の無効  

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をし

た者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

(２) 配置予定監理技術者等の確認   

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報システム

（ＣＯＲＩＮＳ）等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が

確認された場合、契約を結ばないことがある。  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  


